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治療的司法ジャーナル第６号（2023 年 3月）

指宿：研究ノート

はじめに

問題解決型裁判所とは、problem	solving	court の訳
語で、物質依存者を対象とするドラッグコート (Drug	
Courts) に代表される、対象者（被告人）の抱える様々
な問題（依存や嗜癖、福祉・医療等の欠落等）の解決を
おこないつつ、対象者の well-being（幸福）を実現し
て再犯に至る「回路」を断つためのプログラムとスタッ
フ、社会資源を携えた刑事裁判手続である。しばしば

「専門コート (specialty	courts)」とも呼ばれ、通常の
伝統的な刑事裁判と区別される。司法管轄として特別裁
判所を設けるのではなく、あくまで刑事裁判所や少年裁
判所の中のプログラムとして実施されるものである。

法的課題について、周辺科学の知見や多様な専門家の
実践知を投入し、介入的で治療的な方向付けを参加者

（被告人）に与えることで問題状況や犯罪行動からの離
脱 を 目 指 そ う と い う 治 療 法 学 (therapeutic	
jurisprudence) 理念に基づく司法観である治療的司法
(therapeutic	justice/treatment	justice) の具体的な制
度への投入は、基本的にこの問題解決型裁判所で行われ
る。

問題解決型裁判所の基本的概念やその由来、治療法学
との関係については、本ジャーナル第４号（https://
www.seijo.ac.jp/research/rctj/publications/
j o u r n a l / j t m o 4 2 0 0 0 0 0 0 l 5 h u - a t t /
jtmo4200000130pz.pdf）に、治療法学の提唱者のひ
とり、故・ブルース・ウィニック教授による 2003 年の
論稿「治療法学と問題解決型裁判所」（森村たまき氏訳）
を掲載しているので、そちらを参照していただきたい。

本稿は、そうした問題解決型裁判所の評価の方法をめ
ぐって従来の数値評価に代わる総合的な評価方法を提言
する論文、Kaplan,	Tatyana;	Miller,	Monica	K.;	and	
Wood,	 Emily	 F.,	 "Looking	Backward,	 Looking	
Forward:	How	the	Evolution	of	Specialty	Courts	
Can	 Inform	 the	Courts	 of	Tomorrow"	 (2018).	
Court	Review:	The	Journal	of	the	American	Judges	
Association.	 686.(	 https://digitalcommons.unl.
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edu/ajacourtreview/686/) の紹介である。
本論文は、ドラッグコート以外に多様な問題解決型裁

判所を取り上げて、それぞれのプログラムの内容や特徴、
他の問題解決型裁判所との異同、普及の度合い、プログ
ラムへの評価調査などをピックアップしながら、数値で
測れないニーズや効果の測定方法について提言を行って
いる。

これまで数多くの研究が問題解決型裁判所の効果・達
成評価を試みており、基本的には再犯率や再入率といっ
た数値化による測定が常道とされてきた。そうした従来
の評価手法の常識に一石を投じる内容となっている。

なお、原論文には章節番号がなく見出しだけであるが、
本稿では内容把握の助けとなるよう見出しに番号を割り
振っていることをお断りしておく。

文献の概要

１　振り返り
1980 年に全米で 60 万件弱だった薬物犯罪の逮捕件

数は 1989 年には 130 万件を超えた。暴力的でない薬
物事犯者を刑務所に送り込み、収容過密を招いた。裁判
所は累犯薬物事犯者によって「回転ドア」と化していた。
こうした事態に対応するためフロリダ州でドラッグコー
ト（薬物問題を抱えた被告人の事案を専門とする法廷）
が生まれた。

２　ドラッグコート・モデル
マイアミ・デード郡で始まった薬物法廷は、物質乱用

者の治療と刑事司法からのディバート（離脱）を目的と
した新たな手続である。同法廷は暴力的でない単純所持
犯をターゲットとして長期間にわたる治療と監督、観察
とヒアリングを実施し、参加者が治療プログラムを無事
に終了すれば裁判所は刑期を短縮するか打ち切りを選択
した。参加は任意であり有罪答弁を行ってプログラムに
従事するか、それを選択せず通常の手続（答弁取引ある
いは公判）を選ぶことができる。裁判官は治療提供者、
社会福祉関係者と協働する。この裁判所の手続は薬物事
犯に関する革新的な選択肢として位置付けられることに

https://www.seijo.ac.jp/research/rctj/publications/journal/jtmo42000000l5hu-att/jtmo4200000130pz.pdf
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なった。その後、各地の裁判所はこのモデルを発展させ、
就労支援や公衆衛生関係者、教育関係者との連携を組み
込んでいく。ある管轄ではより深刻な犯罪者まで対象を
拡大した。現在、全米には 1300 もの薬物法廷が稼働し
ている。これらはその後に続く各種の問題解決型裁判所
の原型となった。

３　治療法学 (therapeutic jurisprudence: TJ)
このマイアミ・デード郡の薬物法廷は治療法学 (TJ)

に基づいて設計されたものではなかったが、裁判所が採
用したアプローチは間違いなく TJ 的であった。TJ と
は、法システムと関与者が刑事司法の参加者（被疑者・
被告人のこと）に対して therapeutic な影響を与えよ
うとする考え方である。TJ の目標は適正手続といった
重要な法原則を損なわないようにしながら、実務家が参
加者に対して様々な働きかけができるようにすることに
ある。

４　専門コート (specialty courts)
専門コート、いわゆる問題解決型裁判所は犯罪行動や

犯罪への関与についてこれを社会問題と位置付ける。全
ての専門コートを包括的に定義することはできないが、
殆どの専門コートは共通要素を持っている。第一に再犯
防止、第二に参加者に対する良き影響、第三に犯罪への
法的対応の修正、第四に犯罪に対する政府の取り組みの
改革、第五に長期にわたる参加者に対する裁判所による
監督、第六にこうした目標を達成するため他の社会的資
源との協働、である。一般的に、専門コートはチームア
プローチを採用している。

米国のモデルに刺激されて、他国でも同種の専門コー
トが採用されている。例えば、イングランド、スコット
ランド、カナダ、オーストラリアなどである。また、個
別の問題に固定されないハイブリッドな法廷も登場して
バラエティが豊かになっている。

５　展開
専門コートは多くのバリエーションを生み出しており、

弁護士、治療提供者、社会福祉の専門家などが訓練を受
けた特別な裁判所職員と協働している。多くのコートで
は「修了生」制度が採用され、動機付けと制裁に用いて
いる。いくつかの専門コートは個人にターゲットを絞る
が、コミュニティを意識したコートも登場している。あ
るコートは監視や服従を重視するが、別なコートは参加
者の更生を重視する、というようにそのあり方も方針も
管轄や扱う問題の種類ごとに多様である。以下、様々な

専門コートを概観する。

６　メンタルヘルスコート（mental health courts）
2000 年、米国議会は「全米法執行と精神衛生プロジ

ェ ク ト (America’s	Law	Enforcement	and	Mental	
Health	Project)」 を 定 め、 メ ン タ ル ヘ ル ス コ ー ト
(MHC) の 創 設 を 決 め た。 ド ラ ッ グ コ ー ト と 同 様、
MHC は回復と再犯防止を目標とする。MHC のプログ
ラムは管轄ごとに多様だが、その点は共通している。参
加者（被疑者被告人）はアセスメントを受けて任意でプ
ログラムに参加する。MHC でもチームアプローチが採
用されており、裁判官と精神衛生の専門家が協働する。
裁判所が精神科治療を監督し、多様な動機付けや制裁を
用いている。当初、MHC は暴力的でない犯罪者だけを
対象にしていたが、その後、重罪を犯した犯罪者も含め
るタイプも登場した。経験的研究や調査によれば MHC
の手続参加者はそうでない場合と比べて再犯率が低い。
2012 年段階で全米に 300 以上の MHC が存在する。

７　ドラッグコート（drug courts）
最初期のドラッグコートは深刻ではない犯罪者を対象

とした公判前のプログラムで（有罪答弁前モデル）、治
療プログラムを無事に終了すると手続が打ち切られた。
その後、薬物法廷はより重い罪を犯したケースも対象に
含めるようになり、有罪答弁を前提にしたプログラムに
発展した（有罪答弁後モデル）。この場合は、有罪答弁
後にプログラムが終了すると当該有罪が破棄されたり減
刑されたり、刑の執行が猶予され保護観察に処せられる
ことになっている。ある経験的研究によると、ドラッグ
コートは再犯率を 12% 減少させているとする。他の多
様な専門コートは基本的にこのドラッグコートをモデル
に組み立てられてきた。

８　問題運転コート (DUI/DWI courts)
問 題 運 転 者 を 対 象 と し た DUI(driving	under	

influence)/DWI(driving	with	 influence) コ ー ト は
1995 年にニューメキシコで始まった。問題運転者とは
アルコールや薬物の影響で運転した者を指す。ドラッグ
コートと同様、個人の抱えている問題運転の原因となっ
た依存・嗜癖を除去・制御して問題運転という問題の解
決を目指す。ある問題運転コートは問題運転をした者だ
けを対象とするが、別のコートは関連する軽罪の逮捕者
まで対象に含ませている。
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９　再入防止コート (Reentry courts)
再入防止コートは仮釈放者で保護観察処分になってい

る人物で再犯リスクの高いケースを対象とする。ある再
入防止コートは、公共の安全にとって危険のある、再犯
リスクの高い前科者をターゲットとする。典型的なタイ
プは、薬物事犯者で精神障害を抱えているケースである。
適用される基準は管轄によってまちまちで、参加者が受
けるサポートも就労支援や住宅支援など多岐にわたる。
再入防止コートに関する調査によれば、参加した場合に
逮捕率や有罪率は低下する。他方、カリフォルニアでは
参加者に再逮捕が多く、保護観察処分が撤回される割合
が高いことも報告されている。

10 退役軍人コート (veterans courts)
物質濫用や精神障害の問題を抱える退役軍人が急増し

たことに対応して生み出された専門コートである。
2008 年にバッファローで初めて創設された。典型的に
は暴力的でなく重い精神障害を抱えた逮捕者が対象とさ
れる。性質上、精神衛生コートとドラッグコートのハイ
ブリッドのようなものになる。退役軍人コートは退役軍
人支援サービスと緊密な連携を取っており、治療や経済
的支援、住居や就労支援といった多様なサポートを伴っ
ている。2014 年段階で全米に 220 箇所のコートがあ
る。

11　D V コート (domestic violence courts)
ドメスティック・バイオレンス (DV) を伴う逮捕者を

対象とした専門コートが DV コートである。1996 年に
ニューヨーク市ブルックリンで初めて創設された。「ブ
ルックリン・モデル」などと呼ばれ、被害者に対する
様々な支援、例えば被害者代理、職業訓練、カウンセリ
ング、住宅支援といったサポートを展開しつつ、法廷か
らの命令を遵守するよう被告人を監督する。この監督が
他のタイプの問題解決型裁判所よりも DV コートでは
鍵になる。ある DV コートは接近禁止などの規制だけ
に焦点を当てるが、他の DV コートではそれ以外にも
離婚調停など多様な手法を伴っている。また、精神衛生
コートとのハイブリッドタイプもある。調査研究によれ
ば DV コートは再犯防止と被害者の安全を確保する点
で効果的であることがわかっている。全米におよそ
300 の DV コートが存在する。

12　コミュニティコート (community courts)
コミュニティコートは近隣住民に焦点を当てた法廷で、

問題解決型裁判所における協働型の手法を地域のコミュ

ニティの課題に応用しようというものである。1993 年、
ニューヨーク市のミッドタウン・コミュニティコートが
始まりとされていて、「生活の質」に関わる様々な犯罪
類型、例えば秩序違反行為、落書き、万引き、公衆の面
前での酩酊、売春や少量の薬物所持などが対象とされる。
2000 年にオープンしたニューヨーク市のレッドフッ
ク・コミュニティー司法センターはこうした低レベルの
犯罪類型に加えて、借家問題、少年非行なども取り扱う。
別のコミュニティコートでは精神障害者事案も対象とし
ており、裁判所命令による治療プログラムへの参加やカ
ウンセリング、就活スキル訓練、アンガーマネージメン
ト、物質依存治療などが提供されている。レッドフッ
ク・コミュニティ司法センターに関する調査によれば、
犯罪者一人あたり 4,700 ドルの節約になっていて、成
人 の 再 犯 率 を 10% ほ ど 引 き 下 げ た と さ れ て い る。
2008 年の調査では、全米で 40 の、世界に 33 の同種
センターが設置されている。

13　ホームレスコート (homeless courts)
1989 年に最初のホームレスコートがカリフォルニア

州サンディエゴに設けられた。ホームレスが軽罪を犯し
た場合に有罪答弁後に実刑に代わる代替的刑罰を言い渡
すという先進的な取り組みであった。プログラムとして
用意されたのは精神科治療、職業訓練、生活スキル訓練、
物質依存治療などである。25 の管轄でホームレスコー
トが少なくとも設置されている。

14　父親コート (fathering courts)
米国で最初の父親コートは 1997 年にミズーリ州のジ

ャクソン郡で生まれた。対象は養育費の未払いで法廷に
出頭するよう命じられた者たちである。参加者は拘禁処
分の代わりにプログラムへの参加が打診され、任意で代
替プログラムに参加する。他の州でも同種のコートが設
立されているが、多くの州では（例えばテキサスやアラ
バマ）、法廷を舞台としない問題解決型のプログラムと
して運用されている。コロンビア特別区に 2007 年に作
られた Fathering	Reentry	Court は、父親コートと再
入防止コートのハイブリッドタイプで刑事施設に拘禁さ
れていた父親を対象とする。プログラムとしては、就労
支援、職業訓練、教育プログラムなどが中心である。ハ
イブリッドタイプの場合はこれらのほか、共同養育に向
けて、親による関与方法や家計管理などの養育・生活ス
キルの訓練とともに、物質濫用治療や精神科治療も提供
される。
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15　動物問題コート (Animal courts)
動物問題コートは、動物に対する虐待やネグレクトの

防止を目的として作られた。現在、米国内 3 カ所で展
開されている。最初期のものは 2012 年にアリゾナ州ツ
ーソンに設置された Animal	Welfare	Court で、動物
に関わる軽罪が対象となっている。対象者は裁判所の介
入によって強制的に治療プログラムを受けさせられ、そ
うでなければ罰金、拘禁刑、保護観察などが予定される。
2016 年 に は、The	Pre-Adjudication	Animal	
Welfare	Court	(PAW) がニューメキシコに創設され
た。参加者は 16 週間の介入プログラムを修了すれば軽
罪の起訴が打ち切られる。2016 年には三つ目となる動
物問題コートがヴァージニア州ボトトート郡にオープン
した。ここでは司法機関による強制的な介入や監督は設
けられていない。

16　今日の状況
米国の専門コートは今日も増え続けている。これらの

法廷は刑罰ではなく更生と予防に焦点を当てていて、そ
こには利益があるが損失もある。専門コートはその真の
価値を明らかにする必要があり、それぞれの専門コート
の能力がまだ明らかにされていない。損失を明らかにす
ることが改革にもつながる。

17　専門コートの利益
専門コートには多くの利点がある。第一に、（専門コ

ートの）裁判官が法律と同時に犯罪者が直面している
様々な問題について理解することができれば、プログラ
ム参加者により therapeutic	な結果をもたらすことが
わかっている。第二に、専門コートは、犯罪行為につな
がる社会的、心理的問題を適切に取り扱うことで、再犯
率を減少させることが可能である。第三に、心理的、社
会的問題を取り上げることは、犯罪者の幸福 (well-
being)、犯罪者の家族やコミュニティにとって適切で、
雇用を促進し、社会問題を減少させる。第四に、（専門
コートの取り組みで）再犯率が下がれば刑務所人口を減
少させ司法の負担を軽減することができる。第五に、再
犯率の低下はコミュニティ全体の犯罪対策や司法予算を
引き下げることになる。第六に、専門コートの裁判官は
自身の仕事に対する満足度が高まり、バーンアウトする
ことも少なくなる。

18　専門コートの損失
専門コートは利益ももたらすが同時に損失ももたらす。

第一に、専門コートは当事者モデルを追求しないので被

告人に対する法的保護、例えば適正手続や弁護人依頼権
の保障など、が維持されない場合も出てくる。第二に、
専門コートの参加者に通常の裁判所で与えられるよりも
厳しい罰が与えられる可能性もある。第三に、対象候補
者（被告人）は専門コートの要請する様々な事柄をクリ
アすれば手続が打ち切られると告知されるが、そうした
参加者の選択が強制にもなりうる。第四に、専門コート
の裁判官が、参加者の問題にコミットして様々な問題に
繰り返し接した結果、バーンアウトする可能性が高まっ
たり、トラウマに陥ったりする可能性もある。第五に、
専門コートを維持するにはお金がかかる。例えば、スタ
ートアップのコスト、クライアント（参加者）へのサー
ビスコスト、スタッフや裁判官に対する訓練費用などで
ある。

19　評価
2007 年に公表されたウルフの研究によれば、問題解

決型裁判所の効果に関する評価指標は６つある。①十分
な情報量、②コミュニティの関与、③協働、④個別化さ
れた正義、⑤説明責任、⑥結果・成果の集約と分析、で
ある。これまでの経験的な調査研究は多くが、再犯率や
治療遵守といった結果にしか焦点を当てておらず、その
他の、例えばコミュニティの関与などの事情は全く、あ
るいはほとんど言及されることがない。また、これまで
の研究も結果に焦点を当てているとはいえ、それは短期
的な再犯率くらいである。その他の結果、例えば家族や
コミュニティーにおけるポジティブな影響や司法関係者
における満足度などは考慮されていない。さらに「成功
した」というが、専門コートの文脈上、どのように成功
を定義するかが難しい。コスト削減なのか、司法負担の
軽減なのか、刑務所人口の抑制なのか様々だ。個々の参
加者、すなわち犯罪者やその家族にとってみれば、雇用
の機会、薬物依存からの離脱、家族との生活など多面的
である。多くの「結果」が考慮されるべきだ。

加えて、多くの評価手法が方法論的に曖昧であり、参
照するには注意を要する。多くの評価研究は、専門コー
トと従来型の通常裁判を比較するために十分な統制群を
有していない。理想的には経験調査のためには参加者は
無作為に抽出されて、専門コートと通常裁判とに振り分
けられた上で比較されるべきだ。けれども倫理的問題か
らそうした手法をとることは難しい。無作為抽出が難し
いなら、二つの（専門コートに行ったグループと通常裁
判に進んだグループ）集団の比較研究をするべきだろ
う。　
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20　予想
専門コートを拡張し発展させることは刑事司法制度が

犯罪にアプローチする方法を変化させてしまう。専門コ
ートは将来の刑事司法を形作ることになるし、将来の刑
事司法によって形作られることにもなる。専門コートを
発展させれば、政府はディバージョンや非犯罪化の立法
をより強調することになっていく。問題解決型裁判所は
法域を超えて発展することになるだろう。

21　将来のトレンド
問題解決型裁判所の継続的な拡散は、おそらく伝統的

な裁判所以上により良いものとして受け取られることに
なる。数十年後には、問題解決型裁判所はおそらく一時
的な試みではなくなるはずだ。司法が特定の犯罪に向け
て自らを特別にデザインし続けるかどうかという挑戦が
この先に待っている。すなわち、問題解決型裁判所がよ
り広い範囲で運用されるかどうか、あるいは、国家が

（通常の刑事手続から）犯罪者を離脱させる戦略を検討
すべきかどうか、ということだ。

22　コートの規模問題
専門コートは伝統的な当事者型裁判の改善策として検

討されてきた。だが、最も成功している専門コートは小
規模なかたちの場合である。つまり、対象者が多い場合
には特別な問題が横たわっている。規模を大きくすると
プログラムの規模も大きくなって効率性が落ち、コスト
も上昇する。幅広く対象者を受け入れると調整が難しく
効果も薄くなる。今後、評価者はこの規模の問題をどの
ように評価するかという問題に直面するだろう。

23　統合された従来型の法廷実務
2008 年の時点で全米 1600 の郡にはドラッグコート

がなかった。その理由は財政的な援助と治療資源の不足
であった。結果的にドラッグコートやその他の専門コー
トは全ての郡に行き渡っていない。この問題に対処する
ため、ある管轄では問題解決型のモデルを通常の裁判実
務に組み込もうと試みている。けれどもこの戦略はいく
つかの理由から注意しておく必要がある。第一に、ドラ
ッグコートの研究が示すように、「骨抜きにされた」バ
ージョンの場合、厳格に評価基準を満たしている専門コ
ートほどの効果を得ることは難しいからだ。第二に、厳
格で方法論的に適切な調査が欠けていると、（専門コー
トの）成功に必要なモデルの構成要素を認識することが
難しくなるからだ。それゆえ、修正版や統合型の専門コ
ートが正規の問題解決型裁判所がもたらすはずの便益を

減少させてしまうこととなる。

24　増加するディバージョン
専門コートは当然批判も伴う。反対者のある者はドラ

ッグコートが依存症者に対してより懲罰的であると批判
している。治療に失敗した参加者には制裁として刑罰が
待っているし、場合によっては通常裁判に進んだ時に受
ける刑より長い刑に服することもある。薬物の非犯罪化
を唱えるグループは薬物使用について健康問題としてア
プローチするよう主張する。いくつかの米国の州では既
に少量のマリファナ使用が非犯罪化されている。非犯罪
化と有罪答弁前のディバージョンは今後現実的なアプロ
ーチになるだろう。

25　専門コートの創設あるいは維持
一旦専門コートを創設させると、それを維持したり修

正したりする必要がある。問題解決型裁判所を創設すべ
きか、維持すべきか、という問題を考えるには、ニーズ
評価と便益評価が不可欠である。その場合、いくつかの
問題が待ち受けている。

26　ニーズ評価
専門コートの採用にあたって司法部は最初にそうした

コートが必要かどうかの判断についてアセスメントを実
施すべきだ。寓話的証拠や個人的経験であっても有用で
ある一方、科学的なニーズ評価が公正な見地でなされる
べきだ。そのために研究者や専門家を雇用するか、司法
部の関係者が評価方法を学習するか、いずれかが必要と
なる。

27　ニーズ評価とは何か
ニーズ評価とは問題を認識し、どのようにプログラム

やサービスを改善し展開できるか、を示唆することであ
る。アセスメントは既に確立した調査方法に基づかなけ
ればならない。「何が問題なのか？」、そして「このサー
ビスやプログラムが、問題とされている課題に必要なの
か？」という点を評価すべきである。その問題は地域や
コミュニティごとに異なってくる。

28　ニーズ評価はどのように行うのか
ニーズ評価のために必要なデータや資料は多様である。

インタビュー、フォーカスグループ、コミュニティミー
ティングが一般的だが、オープンエンドな質問を用いて、
できるだけ質的に深い回答が得られるようにしなければ
ならない。データはメールやオンライン調査、対面調査
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で実施可能だ。アンケートは広い範囲で実施できるが底
が浅いものになりがちである。調査者は対象となってい
る問題を抱えた人々から十分な情報を得られるような手
法を採用しなければならない。例えば、調査者は通常裁
判を受けている被告人に、専門コートのプログラムがあ
れば参加したいかどうかを尋ねておくべきだ。また、コ
ミュニティのステークホルダー、例えば政治家、サービ
ス提供者や裁判官たちから情報を得ておくべきだ。

サービス提供者からの情報収集は容易だが、潜在的な
対象者のいくつかは情報収集が困難だ。例えば、ホーム
レスや売春婦などだ。そのため、こうした人たちをよく
知るボランティア、活動家、セラピストなどから情報を
得ておくべきだろう。いずれにしても、調査者への情報
提供者らはその地域でどんな人たちがどんな問題を抱え
ているかをよく知る人々である必要がある。教育、住居、
家計管理、社会生活スキル、家族問題、就労といった
様々な問題を抱えた人々がコミュニティには存在してい
るからだ。

ニーズ評価はまた刑事司法機関が集めた二次的データ
に依拠することもある。エピソードや意見も有用だが、
それらは注意深く扱い、代表的なものとして捉えてはな
らない。裁判所からのデータは累犯犯罪者の量的な記録
としては重要である。どういった人々にどのような犯罪
が生じているかを示すからだ。

ニーズ評価が非公式に実施される場合でも、それらの
結果は有用である。コミュニティがいかなるニーズを抱
えているかを示すからだ。

29　便益評価
いかなるプログラムを将来的に継続するにしても、そ

の安定性は重要な鍵になる。専門コートを発展、維持す
るかどうかは財政的なコストがどのように負担されるか
で決まってくる。経済的な評価は将来の司法像を決める
ために決定的となる。専門コートは、税金や中央政府か
らの補助金、あるいは犯罪者が支払う罰金などを原資と
する。一方、支出としては、治療コスト、運営コストな
どが含まれる。最終的に評価者は、専門コートが司法の
運営コストを節約し、再犯を防止し、公衆衛生を促進し、
犯罪者の再教育に資することを説明しなければならない。
つまり、地域のメリットとなることだ。便益効果の測定
にはプロの手助けが必要となる。

30　海外における米国モデル採用の試み
専門コートは米国だけでなく海外にも増殖しつつある。

ところが、米国生まれの専門コートが将来は国際的な専

門コートの成功を阻害してしまう可能性もある。それと
は反対に、何が問題かを指し示すこともできる。国によ
って司法制度や更生支援の仕組みはまちまちで、英国の
場合、薬物犯罪については保護観察事務所が主要な役割
を担っていて、米国のドラッグコートのような裁判官の
出番はない。米国型の問題解決型裁判所はあくまで米国
文化の中で発展してきた。他の国との比較で言えば、米
国の専門コートの裁判官たちはずっと情緒的に見える。
他方で、イングランドやスコットランド、アイルランド
の裁判官たちはずっと大人しく、ドラッグコートのセレ
モニーで見られるような対応を示さない。カナダやオー
ストラリアの裁判官たちも同様である。取り上げる問題
の対処法や手法も異なっている。カナダの DV コート
では暴力について学習された行動と位置付けており、米
国の DV コートのように病的な行動とは捉えていない。
従って、治療よりも訓練・学習を重視している。将来的
に専門コートの国際化（あるいは国内化）を行うにあた
っては、それぞれの管轄の社会的文化的要素によってモ
デルを組み立てる必要がある。

31　勧告と結論
問題解決型裁判所は米国で生まれた「傑出した調度品

(prominent	fixture)」と言ってよい。専門コートはマ
イアミで生まれたドラッグコートをその始まりとするが、
大変な勢いで拡大してきた。専門コートはそれが対象と
する様々な行為や犯罪について注意深く設計されてきた。
過去と現在から学ぶことは、将来についても有益な示唆
となる。

とにかく専門コートを始めたければ、裁判官はニーズ
評価を行うべきで、当初は十分に準備が整えられた小さ
い規模でプログラムを始めた方がいい。そしてデータを
集めて強みと弱みを把握していくべきだ。そして何より
重要なことは、政治家たち、裁判官たち、司法運営者は、
例えコストがかかったとしても、専門コートのプログラ
ムや政策が採用され維持されるべきかを決断しなければ
ならない。

確かに専門コートは参加者であるクライアント、刑事
司法制度、そして社会全体にポジティブな影響を及ぼし
ている。けれども、過去から学ぶことなく前に進むこと
はやめておくべきだ。最善のプラクティスを求める上で
も、調査や評価を行っておく必要がある。それが全ての
関係者にとってより利益となる結果をもたらすはずであ
る。
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解説　―　治療的司法論の観点から

	　本論文の著者グループは社会心理学の専門家達で、
ネバダ大学刑事司法学部に所属し社会心理学科大学院で
も指導するモニカ・ミラー(Monica	Miller) 教授が率い
る研究チームである1。筆頭筆者はタチヤナ・カプラン
(Tatyana	Kaplan) 女史で、ミラー教授の下で博士号取
得を準備中の院生である。同大学ロースクールで法務博
士も取得しているミラー教授は、法政策領域に社会心理
学的知見を応用する研究者であり、これまで、ジェンダ
ーや宗教に基づいた確証バイアスや、陪審員の道徳的意
思決定プロセス、家族問題、問題解決型裁判所 ( 以下
PSC と略す ) などについて調査研究に取り組んでいる。

いうまでもなく、米国で誕生したドラッグコートを範
とする PSC については、多数の研究が公表されてきて
いる。各地の、多様なタイプの PSC に関する膨大な先
行研究があるのはもちろん、PSC を包括的に捉えたエ
ビデンスに基づく総合的な評価調査も実施されてきてい
る。その代表的な例が、2015 年に刊行された調査報告
である “Problem-solving	courts:	An	evidence	review”	
(Center	for	Justice	Innovation,	2015) であろう。こ
の調査報告でもそうであるように、これまで、PSC の
成否を評価する指標としては基本的にプログラム参加者
のその後の再犯率・再逮捕率・再入率等の数値が用いら
れてきた。

本論文は社会心理学という専門領域の観点から、
PSC の評価については単純な数値指標に止まらず、多
様な観点やフィードバックを踏まえた複合的な評価を目
指すよう主張する。また、制度導入にあたっては費用便
益を取り入れつつ、総合的なニーズ評価を実施しておく
ことを提案する。総合的な評価については、特に PSC
が本来目指していたであろうプログラム参加者の well-
being を達成できたかどうかを測定するよう指摘してい
るのは重要なポイントであろう。わが国でも政策目標と
して更生支援の施策実施にあたって再入率や再犯率、再
犯者率の減少・縮小を目指すことが明言されてきたとこ
ろであり、この点は参考にすべき提言であろう。

また、本論文では、代表的な PSC のみならず、これ
まで邦語文献ではほとんど言及がなかった「再入防止コ
ート」、「父親コート」や「動物問題コート」などについ
てもカバーされているのは好ましい2。それぞれの単元
の注で参照されているリンクもエビデンスに繋がる情報
源として有益であろう。また、本論文がカバーするこれ
ほど広範囲な問題領域において PSC が活用されるとい
うことがわかれば、PSC の発展可能性が大きいことを

主張する際に役立つはずである。
他方で、本論文中で筆者らも言及しているように、本

論文ではカバーされていない専門コートがまだ内外に存
在することは付け加えておく必要があるだろう。

例えば、米国内でいうとハワイ州で展開されているよ
うなガールズコート (Girls	Court)3 やネバダ州にある
ギャンブリングコート (Gambling	Court)4 がそうだし、
年長者コート (Elder	Court)5、売春コート (Prostitu-
tion/Human	Trafficking	Court)6、 少 年 薬 物 コ ー ト
(Juvenile	Drug	Court)7 などもある。また、豪州8 やカ
ナダ9 で展開されているマイノリティコート（少数民族
法廷）なども取り上げられていない。

日本においても次に迎える司法制度改革の際には将来
的な PSC の導入を検討すべきものと考える。立法府の
定めた刑罰法規に則って、検察が起訴した被告人に刑罰
を機械的に当てはめるだけの刑事司法から、当事者の抱
えるそれぞれ異なった問題背景を見極め、それを解決す
ることで非刑罰的な解決への転換を目指す PSC の枠組
みは十分に日本でも導入可能なはずだ。筆者は、犯罪状
況や地域の特性に応じて、「万引きコート」や「覚醒剤
コート」が必要だと考えている。また、今後の高齢化社
会に向けた「年長者コート」も必要とされるであろうし、
前世紀までは日本の刑事司法から抜け落ちていた親密犯
罪（DV や虐待）の加害者を対象とする「DV コート」
なども日本の実情に合致していると考える。各種の専門
コートを日本でも司法の未来像に描いておきたい。そう
した導入検討の際には、本論文のニーズ評価に関する方
法論の提言は必ず参考となるだろう。

注記
1	 https://www.unr.edu/criminal-justice/people/

monica-miller	
2	 問題解決型裁判所を扱った邦語文献は相当の数にのぼる。

最も多いのはドラッグコートだろう。それ以外に、問題解
決型裁判所全体に目を向けたものとして、丸山泰弘「問題
解決型裁判所の専門職」『刑事司法と福祉をつなぐ』( 成文
堂、2015)、石田侑矢「問題解決型刑事司法の課題と展
望：歴史的・訴訟法的観点からの一考察（１－３）」九大
法 学 113 号 122 頁 (2016),114 号 160 頁 (2017),116 号
168 頁 (2018) がある。個別の専門コートに関しては、コ
ミュニティコートを扱った文献として、木畑聡子「地域密
着型・問題解決型司法」判例タイムズ 1266 号 116 頁
(2008)、守山正「イギリスにおける問題解決型裁判所の
展開：２つの地域司法センターの評価をめぐって」拓殖大
学論集 16 巻 2 号 55 頁 (2014) 等参照。ホームレスコー
トについては石田侑矢「アメリカにおけるホームレス・コ
ートの取組みについて」土井政和他編著『「司法と福祉の

https://www.unr.edu/criminal-justice/people/monica-miller
https://www.unr.edu/criminal-justice/people/monica-miller
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連携」の展開と課題』（現代人文社、2018）等を、DV コ
ートについては、「D	V 法廷の試み」MNP 研究会・大西祥
子『ドメスティック・バイオレンスと裁判：日米の実践』

（現代人文社、2001）、井上匡子「DV 対策の比較法研究
（７）：スコットランドにおける D	V 対応　グラスゴー D	
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